
食品表示ミス防止のチェックポイント

～ 農産物・農産加工品 編 ～
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事例に学ぶ！
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⚫ この資料は、食品事業者において生鮮食品及び加工食品の表示をチェックし
ている方に向けて、商品の品質に関する表示ミス（名称、原産地、原材料名、
原料原産地名など）の事例と、考えられる防止策を対象品目別に紹介するも
のです。

⚫ 今回は「農産物・農産加工品編」として、農産物やその加工品のなかでも、
「青果物」、「パン類」、「農産物漬物」、「輸入した農産物加工品の小分
け」の事例を取り上げています。

⚫ それぞれの事例について、ミスの概要、ミスの要点、改善例、日常管理の
ポイントを掲載しております。
表示に関する業務のチェックや改善のために、ご活用ください。

●なお、ヒューマンエラーとは何か、何故起きるかについては、
令和２年度に農林水産省が作成した「克服しよう！ヒューマンエラーと表示ミス」の
「第１部ヒューマンエラーの仕組み＜基礎編＞」で詳しく紹介しています。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/kansa/kansa_kenshu.html

●食品表示の具体的なルールについては、消費者庁の下記のページに掲載の

食品表示基準及び食品表示基準のQ＆A等を確認してください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/kansa/kansa_kenshu.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
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コラム：

＜表示ミス事例に登場するアイコンの読み方＞

ヒューマンエラー

体制不備

制度理解不足

：表示ミスの要因がチェック体制の不備であることを示します。

：表示ミスの要因が人的な誤りであることを示します。

：表示ミスの要因が食品表示制度の理解不足であることを示します。

：表示ミスに関係する食品表示制度を説明します。

ヒント ：表示ミスを防ぐための日常管理の具体的方法を示します。
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工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

ぶなしめじについて、原産地が単一
の県であるにも関わらず、包材に複
数の県名を「又は」でつないで表示。

食品表示法に対する認識が不足し
ており、また、複数の県に栽培施設
が所在するため、その複数の県名を
生鮮食品の原産地表示では認め
られていない「又は」でつないで表
示していた。

生鮮農産物の原産地について
「または」表示をして販売

表示作成の時に
食品表示基準を確認する
体制を作りましょう

従業員のスキルアップを
はかりましょう

・食品表示のチェック体制の導入

・従業員に対し、食品表示制
度に関する研修を実施

原産地に関する食品表示
基準を理解していない

ヒント

表示の担当者が、食品表示の
内容を理解できるよう学習の機
会を設けると共に、万が一、理解
不足による誤りが生じたときに、
他の者の確認によりそれを検出で
きる体制になっているかをチェック
しましょう。

種苗等の入荷

収穫

調製・選別・包装等

栽培

5

出荷

コラム２：農業生産者の皆様も、
食品表示義務があります！

食品表示法に基づく表示の義務を負っているのは

「食品関連事業者等」であり、このなかには、農業
生産者の皆様も含まれます。【食品表示基準Q&A：
生鮮-3】

農業者の方々は、日ごろから農産物等の名称と
原産地の表示（伝票等による伝達や出荷段ボー
ルへの表示）を行われていることと思いますが、直売
所等において販売する場合は、自らが表示責任者
となる場合があるので注意が必要です。

【青果物】１．生産者の表示ミス事例：調製・選別・包装等段階 ①誤った方法により原産地を表示

ヒント

制度理解不足

コラム１：
生鮮農産物の原産地表示とは？

生鮮農産物を販売する際には、国産品に

あっては、その農産物が生産された都道府県
名を表示する必要があります。（市町村名等
も可。）【食品表示基準第18条の表】【食品
表示基準Q&A：生鮮-14】

この場合、加工食品のように「又は」でつない
で原産地を表示をすることは認められていませ
ん。



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

ヒューマンエラー体制不備

果実盛り合わせについて、果実の名
称・原産地の変更が仕入先から伝
達されているにも関わらず、変更前
の名称・原産地を表示。

変更後の情報が、職場内で共有
されておらず、表示担当者が変更
の内容を確認しないまま、表示ラベ
ルを作成、貼付していた。

誤った名称・原産地を表示して
販売

変更情報の
社内共有をルール化しましょう

・表示ミスの内容について、従業
員にメールで共有し注意を喚起、
並びに食品表示に関する研修を
実施。

・表示の確認に際しては、各工
程において点検作業を行うという
社内ルールを整備し、運用を統
一。

ヒント：

仕入先から名称や原産地の変
更の連絡があっても、そのことを
表示の担当者が認識できなけれ
ば、適正な表示はできません。

仕入先からの変更の連絡が確
実に社内で共有され得るかとい
う視点から、連絡体制や業務引
継ぎのルールをチェックしましょう。

仕入先からの原産地の変更の
情報を社内で共有していない

6

仕入れ

ラベル作成・表示

販売・出荷

【青果物】２．卸売業者のミス事例：ラベル作成・表示段階 ①誤った名称・原産地を表示

盛り合わせ

ヒント

品名：カットフルーツ盛り合わせ

原材料：赤肉メロン（A県産）、
りんご、イチゴ、キウイフ
ルーツ



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

ヒューマンエラー体制不備

7

仕入れ

ラベル作成・表示

販売・出荷

表示ラベルの変更について
情報共有が不十分

商品の表示を確認する
体制がない

表示ラベルのどの部分が変更
されたかを確認しましょう

・表示ミスの内容について、社内
への周知・徹底を図る

・複数名で食品表示のチェックを
実施。

ヒント：

仕入れ先から表示ラベル等の変
更の連絡があった際は、十分にコ
ミュニケーションをとり、変更内容
をよく確認することが重要です。

現場で、このようなコミュニケーショ
ン・確認が行われる体制になって
いるかをチェックしましょう。

【青果物】２．卸売業者のミス事例：ラベル作成・表示段階 ②原産地を表示しなかった

個包装のバナナについて、仕入先か
ら表示ラベルの変更の連絡があった。
その際、「JANコード、販売価格
等々の変更はない」との伝達を受け
たことから、「ラベルには、従来どおり
原産地の表示がある」と思い込み、
表示の確認を怠った。

実際には、新しいラベルに原産地の
表示はなく、そのまま小売業者へ販
売。

原産地を表示せずに
商品を販売

ヒント



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

ヒューマンエラー体制不備

ヒント：

ミスの防止に向けた業務手順の
導入によって、「異常検知力」が
得られます。

生鮮のカットすいかについて、仕入先
から伝達された原産地と異なる原産
地を表示し販売。

仕入先から原産地が変更されたと
の伝達を受け、仕入れ担当者はそ
の旨を認識していたが、データの修
正を失念。

ラベル作成担当者も、産地表示の
誤りに気付かず、誤ったラベルを貼
付。

現物と表示の確認・食品表示に関する責任所在を
明確化し、表示ミスの防止に向
けたチェック体制を導入。

・ラベル作成担当者は発行指示
書、外箱の表示及び表示ラベル
を照合し確認するルールを導入し
た。

仕入れ担当者が産地変更の
データ入力を失念

ラベルの担当者が現物と表示
を確認する体制がない

誤った原産地を表示して販売

8

仕入れ

包装

ラベル作成・表示

販売・出荷

小分け等

コラム：合わせて理解しておきたい！ 「生鮮」か「加工」か

ここでは、「カットすいか」の事例を取り上げましたが、青果センター等では、果物等をカット加工する機会も

多いと思います。

果物等に限らず、１種類の農産物をカットして容器包装に入れた場合は、「生鮮食品」として名称、原産
地を表示します。

一方、異なる種類の農産物をカットして混合するなどした場合、「加工食品」としての表示（名称、原材
料名、原料原産地、内容量、期限表示、保存方法、加工者等）が必要になりますので注意しましょう。】
【食品表示基準Q&A：総則-11、12】

【青果物】２．卸売業者のミス事例：ラベル作成・表示段階 ③誤った原産地を表示

「異常検知力」については、
「第１部 ヒューマンエラーの仕組み
＜基礎編＞」を参照。

ヒント

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/kansa/kansa_kenshu.html


工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

ヒューマンエラー体制不備

ヒューマンエラー体制不備

生鮮のだいこんについて、原産地表
示が欠落した状態で販売。

普段は、原産地が記載された外箱
で商品を仕入れていたが、変更した
仕入先の商品の外箱には、原産地
の記載がなかった。

担当者が外箱に原産地の記載が
あると思い込み、そのまま陳列し
ポップに「産地が外箱に記載」と表示
し、販売した。

原産地を表示せずに
商品を販売

仕入品の表示が適正になされ
ているかを確認しましょう・複数名での表示チェック体制を

整備。

ヒント：

仕入れてきた商品には送り状や
納品書等に表示をしてある場合
があり、外箱に表示があるとは限
りません。
陳列した商品の原産地等の表
示の有無を十分に確認する体
制ができているかをチェックしましょ
う。

仕入品の表示の有無を
確認せず、そのまま陳列

9

仕入れ

スライスされたネギの商品について、
原産地表示をせずに販売。

仕入先から産地表示のない商品が
納品され、十分に確認を行わず、
そのまま販売した。

産地情報の表示責任の
所在が不明確

原産地を表示せずに
商品を販売

包装された生鮮食品につい
ても正しく表示がされている

か確認しましょう

・食品表示に関する責任の所在
と管理体制を明確化するとともに、
入荷時における原産地等の表
示状況の確認を徹底。

・商品陳列時及び開店前にポッ
プと産地の確認を行うこととした。

ヒント：

仕入先に小分け・包装等を依
頼した場合、自社と仕入先との
分担が不明確であったりすると、
想定通りの表示がなされません。

自らが商品の表示を確認できる
体制になっているか、チェックしま
しょう。

【青果物】３．小売業者のミス事例：仕入れ段階 ①原産地を表示しなかった

陳列・販売

ヒント

ヒント

※青果物を包装せずに、
店頭でポップ表示をして販売する事例



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

体制不備

仕入先から品種名と原産地の伝達
を受けた生鮮のさつまいもについて、
小分け作業のため分類し、商品を
入れたコンテナに担当者が付箋で
マーキングを行った。

しかし、後に付箋が剥がれ、表示ラ
ベルの貼付作業者が、他のさつまい
もと混同し、異なる品種・原産地の
表示をして販売。

誤った名称・原産地を
表示して販売

異なる製品を明確に区別し
て取扱えるようにしましょう

・コンテナのマーキングを付箋から、
剥がれにくいマーキングに変更する
とともに、必ずマーキングによる表
示を行う運用とした。

・仕入れた際の外箱または納品
書と表示指示を、複数名で照
合・確認する体制とした。

・以上を業務手順として明文化し、
バックヤードに掲示したほか、マ
ニュアルに整理し従業員に周知。

ヒント：

異なる製品が混入しないよう、異
なる色の容器や目印を使う等、
区別して管理することで、 「異常
検知力」も高まります。

異なる商品を区別する
ための仕組みが不十分

10

仕入れ

包装

ラベル作成・表示

小分け・カット

【青果物】３．小売業者のミス事例：小分け・カット段階 ②誤った名称・原産地を表示

陳列・販売 「異常検知力」については、
「第１部 ヒューマンエラーの仕組み
＜基礎編＞」を参照。

ヒント

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/kansa/kansa_kenshu.html


工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

ヒューマンエラー体制不備

生鮮のすいかについて、原産地を二
重に表示して販売。

商品に産地表示シールが貼付され
ていたが、担当者が前回入荷した
産地の商品と同じと思い込み、表
示のシールに気づかず、前回入荷し
た産地のポップを作成し貼付してい
た。

原産地を二重に表示して販売 思い込みで判断せず、商品表
示のチェックを徹底しましょう

・商品の表示とポップの表示を複
数名でチェックする体制を整備。

ヒント：

売り場での表示の確認は、指差
しによる確認も有効です。

既に商品表示があるのに確認
せず、思い込みで表示

11

【青果物】３．小売業者のミス事例：ラベル作成・表示段階 ③原産地を二重に表示

仕入れ

陳列・販売

ラベル作成・表示

ヒント



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

ヒューマンエラー体制不備

ヒューマンエラー体制不備

生鮮のかぶについて、仕入れ担当者
が、プライスラベルの作成担当者に
対し、産地変更の指示を失念。

仕入れ担当者がポップと商品の確
認を行わなかった。
プライスラベルの作成担当者も、商
品とプライスラベルの確認を行わな
かった。

ポップ・結束帯の表示と異なる
産地をプライスラベルに表示

表示のもととなる指示・情報を
適切に伝達しましょう

・表示マニュアルを作成し、表示
の担当責任者、食品表示の手
順、産地表示のチェック表等を定
め、表示の確認体制を強化。

ヒント：

必要な情報や作業内容を分か
りやすく指示することがミスの可能
性の減少につながります。

もちろん、それでもミスが生じる場
合に備え、日頃から複数名で表
示の確認をすることも重要です。
指差し確認も有効です。

生鮮の里芋について、原産地が伝
達されていたにも関わらず、担当者
が誤った産地を記載して販売。

原産地は市町村名で伝達されてい
たが、担当者がその市町村の属す
る県を勘違いし誤った県名を表示。
陳列時に表示の有無のみを確認し、
表示内容の確認を行わなかった。

誤った原産地を表示して販売 ・複数名でのチェック体制を構築。

ポップと現物を確認する体
制がない

原産地となる都道府県の
勘違いによる記入ミス

地名については、類似した地
名があるためしっかり確認しま

しょう。

12

【青果物】３．小売業者のミス事例：ラベル作成・表示段階 ④ポップと異なる産地をプライスラベルに記載／⑤誤った原産地を表示

仕入れ

陳列・販売

ラベル作成・表示

ヒント



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

ヒューマンエラー体制不備

ヒューマンエラー体制不備

13

仕入れ

包装

ラベル作成・
表示

小分け・
カット

【青果物】３．小売業者のミス事例：陳列・販売段階 ⑥誤った名称を表示／⑦商品とポップに誤った原産地を記載

陳列・販売

誤った名称を表示して
販売

生鮮のほうれんそうについて、包装に
「小松菜」と表示し販売。

仕入れの際に外箱には「ほうれんそ
う」、個包装には「小松菜」と表示
が異なっていたが、売り場の担当者
が個包装の表記が正しいと思い込
み陳列。

商品、個包装とを
照合せず、個包装の表示のみ

を見て商品を陳列

・表示ミスの事案について従業
員と共有。

・各商品について、商品名等と
産地がと照合しているかを確認
するための表示点検チェックリスト
を整備。

従業員の商品知識を高めるよ
う教育しましょう

ヒント：

従業員の意識を高めることで、
「異常検知力」も高まります。

また、チェックリストを保管すること
により、「異常源逆探知力」が得
られます。

商品とポップに誤った原産地
を表示して販売

生鮮のとうもろこしの産地が変更さ
れる日に、表示担当者が不在の予
定であった。本来は前日に、表示担
当責任者がポップの産地変更の指
示すべきところを失念していた。

産地変更の当日に対応したのは
パート作業員１人で、仕入れた際
の外箱とポップ表示の確認が行われ
なかった。

表示の担当者が不在で、
表示変更の指示を失念

売り場での外箱とポップの
確認が不十分

・表示確認の体制を見直し、複
数名で表示の確認をすることとし
た。

・引継ぎノートによる業務引継ぎ
を実施し、伝達ミスの再発防止
を図った。

表示に係る情報伝達の体制
を適切に整備しましょう

ヒント：

表示担当者が不在の際にも適
切に対応できるよう、複数名での
確認体制が有効です。

また業務引継ぎの仕組みを取り
入れることにより、表示の指示が
明確化されます。

「異常検知力」「異常源逆探知力」
については、
「第１部 ヒューマンエラーの仕組み
＜基礎編＞」を参照。

ヒント

ヒント

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/kansa/kansa_kenshu.html


工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

ヒューマンエラー体制不備

ヒューマンエラー体制不備

生鮮のにんじんについて、担当者が
商品の箱に記載された原産地の確
認をせずに、思い込みによりポップを
作成。

結果、実際の商品の産地と異なる
産地表示をしたポップを掲示。

ポップの作成時に
商品や外箱との照合を
十分に行なっていない

思い込みで判断せずに、商品・
伝達情報を確認しましょう

・陳列する時に、ポップの表示と
商品の箱の表示が一致している
かを担当者が確認した上で、管
理者が最終確認を行うというダブ
ルチェックの仕組みを導入。

ヒント：

思い込みによる作業は、ミスを誘
発します。
現場での表示の作成時に必要
な情報を簡単に確認出来る体
制を構築しましょう。
表示を行った後に、表示内容を
確認しているかをチェックしましょう。

さといもの原産地について、仕入先
からメールで伝達されていたにも関わ
らず、担当者は、伝達された原産
地の確認を怠り、異なる原産地を
ポップに表示の上、販売。

普段から原産地が変更される商品
は多くないため、「原産地の変更は
ない」と担当者が思い込んでいた。

ポップの作成時に
仕入先からの伝達情報を
十分に確認していない

思い込みで判断せずに、商品・
伝達情報を確認しましょう

・仕入れ先からの情報を複数名
に共有して、複数名でチェックす
る体制を構築

・表示ミスの事案について従業
員と共有。

ポップの産地の記載が商品の
実際の産地と異なっている

ポップの産地の記載が商品の
実際の産地と異なっている

14

【青果物】３．小売業者のミス事例：陳列・販売段階 ⑧ポップの表示が実際の産地と異なる

仕入れ

陳列・販売

小分け

ヒント

※青果物を包装せずに、
店頭でポップ表示をして販売する事例



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

にんじん、じゃがいも等について、原
産地の次に「などの国内産」とポッ
プに表示して販売。

新聞折込みチラシに「○○産などの
国内産」と掲載していたが、ポップに
もチラシと同じように表示。

仕入先から伝達された原産地
の次に「などの国内産」と表示

従業員のスキルアップを図り
ましょう

・研修の実施により、食品表示
の理解を深めた。

・複数名でのチェック体制を構築。

ヒント：

食品表示基準の担当者が、食
品表示の内容を理解できるよう
学習の機会を設けると共に、万
が一、理解不足による誤りが生
じたときに、他の者の確認により
それを検出できる体制になってい
るかをチェックしましょう。

原産地に関する表示基準を
理解していない

15

【青果物】３．小売業者のミス事例：陳列・販売段階 ⑨原産地に「などの国内産」と記載

仕入れ

陳列・販売

小分け

ヒント

※青果物を包装せずに、
店頭でポップ表示をして販売する事例

制度理解不足

※チラシは食品表示基準適応外です。
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⚫ 製造業者の表示ミス事例

パン類

仕入れ段階

表示・包材
作成段階

包装・箱詰め
段階

①誤って別の商品向けの原材料（生地）を使用

②実際に使用した原材料とは異なる原材料名を表示

③別の商品の包材で包装

④表示の内容が異なる別の商品の包材で商品を包装

⑤商品の名称・原材料名の異なるラベルを貼付

⑥別の商品の一括表示ラベルを添付したまま販売

⑦名称、原材料名、事業者の名称・住所等を表示せずに販売

17

18

19

19

20

20

21

名称 菓子パン
原材料 こしあん（砂糖、小豆）（国内製造）、小麦粉、
砂糖、マーガリン、パン酵母、ケシの実、植物油脂、卵、小麦
蛋白、脱脂粉乳／乳化剤、酢酸（Na）、イーストフード、
V.C、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む）

内容量 1個
消費期限 別途、表面に記載
保存方法 直射日光、高温多湿を避けて下さい。
製造者 ベーカリーMAFF 東京都千代田区霞ヶ関 xx番地

熱量 ---kcal
たんぱく質 ---g
脂質 ---g
炭水化物 ---g
食塩相当量 ---g

栄養成分表示
（1個当たり）



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

惣菜パンの冷凍生地について、形
状が酷似した菓子パン生地を誤使
用して惣菜パンを製造し、異なる名
称及び原材料名を表示して販売。

担当者が菓子パンの生地を返品す
るため保管していたが、識別シール
を貼付していなかった。
別の担当者が、当該識別シールの
ない生地を誤認し、惣菜パンを製
造した。

原材料を識別・管理するための
仕組みが不十分

誤って、別の商品向けの
原材料（生地）を使用

異なる原材料を明確に
識別しましょう

・識別シールを必ず貼付すること、
識別シールが貼付されていない
生地の使用を禁止する等、管理
ルールの見直し

仕入れ

成形・二次発酵

焼成・放冷

包装・箱詰め

出 荷

（包餡）

分割・丸め
ヒント：

異なる原材料を取り違えないよう、
異なる色の容器や目印を使う等、
識別して管理することで「異常検
知力」も高まります。

異なる原材料をきちんと識別でき
る状態になっているか。混入を防
ぐことのできる取扱ルールとなって
いるかをチェックしましょう。

17

【パン類】製造業者のミス事例：仕入れ段階 ①誤って別の商品向けの原材料（生地）を使用

「異常検知力」については、
「第１部 ヒューマンエラーの仕組み
＜基礎編＞」を参照。

ヒント

ヒューマンエラー体制不備

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/kansa/kansa_kenshu.html


工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

体制不備

製造委託先が、商品企画書と異
なった原材料を使用し商品を製造。
結果として実際に使用した原材料
（イチゴジャム）とは異なる原材料
名（こしあん）を表示した。

委託元が商品企画を行い製造委
託先へ製造を委託。商品の原材料
の変更について、委託先からの連絡
がなく、委託元も変更の有無につ
いて確認を行わなかった。

実際に使用した原材料とは
異なる原材料名を表示

委託先から適切に情報を集め、
委託先の業務を確認しましょう

・製造委託先に対し、具体的な
製造内容を文書をもって指示し、
委託先にあっては、それを製造
責任者だけでなく、仕入れ担当、
製造担当、包装担当者へも周
知することとした。

・また、製造委託先に対し、定期
的に確認することとした。

ヒント：

製造委託先が十分に表示要件を
理解できていない場合もあります。

委託元の担当者が、製造委託先
の仕入れ、製造、表示の状況を
適切に確認できるような体制に
なっているかをチェックしましょう。

18

【パン類】製造業者のミス事例：表示・包材作成段階 ②実際に使用した原材料とは異なる原材料名を表示

製造委託先の伝達ミスと
製造委託元の確認不足

商品企画

表示・包材
作成

出 荷

製造

＜委託先＞

ヒント



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

ヒューマンエラー体制不備

製品（菓子パン）の切り替え時に、
前に製造していた商品をライン周辺
に仮置きしていたところ、確認が不
十分であったことから、次に製造する
類似商品のラインに混入。

結果、包材の表示内容と中身に
相異のある製品を販売。

製品の切り替え時に、
前に製造していた商品が、

次の商品に混入

別の商品の包材で包装
異なる製品を明確に識別し
て取扱えるようにしましょう

・製品切り替え時に、製造ライン
周辺の異常の有無の点検や、
担当する者の役割分担の明確
化等作業ルールを徹底。

・製造途中の製品については、
色別の管理を行うなど、異なる
製品を明確に識別するための
ルールを導入。

仕入れ

成形・二次発酵

焼成・放冷

包装・箱詰め

出 荷

（包餡）

分割・丸め

ヒント：

異なる製品が混入しないよう、異
なる色の容器や目印を使う等、
識別して管理することで「異常検
知力」も高まります。

異なる製品を識別できる状態に
なっているかをチェックしましょう。

19

【パン類】製造業者のミス事例：包装・箱詰め段階 ③別の商品の包材で包装

「異常検知力」については、
「第１部 ヒューマンエラーの仕組み
＜基礎編＞」を参照。

ヒント

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/kansa/kansa_kenshu.html


工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

ヒューマンエラー体制不備

ヒューマンエラー体制不備

調理パンのラベル情報の入力時に、
誤って別の商品の原材料名を登録。

入力した担当者には、誤入力の認
識がなく、確認も行われなかったた
め、実際とは異なる名称・原材料名
の表示ラベルが作成・貼付されたま
ま、商品を販売。

ラベルマスタの入力ミスや
製品の確認ができておらず、
誤った表示の商品を販売

商品の名称・原材料名の
異なるラベルを貼付

表示のデータの入力・管理や
製品の表示内容を確認しましょう

・ラベル情報の登録時には、入
力とは別の者が確認することとし、
確認方法は入力者と確認者に
よる読み合わせで確認することと
した。

・また、ラベル情報を登録する担
当者への再教育を実施した。

ヒント：

担当者が、ラベル作成機等への
入力を誤った際に、思い込みに
より、誤りに気づけない場合もあ
ります。入力した者とは別の者が
確認する仕組みにしましょう。

表示データ入力作業が繁雑では
ないか、手順を見直しましょう。

担当者が、製造を終了した商品の
表示データを、ラベル作成機のデー
タから消去することを怠った。

他の担当者が誤って、製造終了商
品の表示ラベルを作成し、商品を販
売。

ラベル作成機のデータ管理が
ルールに従っておらず、

チェックも十分になされていない

別の商品の一括表示ラベルを
添付したまま販売

・製造を終了した商品の表示
データを消去する手順や、ラベル
作成時のルールを再周知し、徹
底をはかった。

・複数名でのラベルチェックを行う
こととした。

表示のデータ入力管理のルール
が日頃から守られているのかを確

認しましょう

20

【パン類】製造業者の事例：包装・箱詰め段階 ⑤商品の名称・原材料名の異なるラベルを貼付／⑥別の商品の一括表示ラベルを添付したまま販売

ヒント

仕入れ

成形・二次発酵

焼成・放冷

包装・箱詰め

出 荷

（包餡）

分割・丸め



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

21

店頭販売の食パンには表示する必
要はないため、当該店頭品を通信
販売しても表示の必要はないと誤
認。

結果、名称、原材料名、事業者の
氏名・名称や住所を商品に表示し
なかった。

名称、原材料名、事業者の
名称・住所等を表示せずに販売

食品表示基準を確認する
体制をつくりましょう。

・販売方法を変更する場合は、
関連法令を確認。

・その上で、表示責任者を設け、
商品ラベルの作成・貼付の確認
手順等を整備し、表示に対応で
きるようにした。

ヒント：
表示については、複数名でチェッ
クできるように日頃から研修等を
行い、従業員のスキルアップを図
ると良いでしょう。

【パン類】製造業者の事例：包装・箱詰め段階 ⑦名称、原材料名、事業者の名称・住所等を表示せずに販売

通信販売を行う場合も、
店頭での販売表示と同じである
と思い込み

コラム：販売形態が異なると、義務表示事項も異なる！

製造又は加工した場所で販売する場合は、原材料名、内容量、栄養成分の量及び熱量、食品
関連事業者の氏名又は名称及び住所、原料原産地名の表示は要しません。【食品表示基準第5
条第1項の表】
この事例のように、通販など、その場で販売しない場合はこれらの表示事項は表示義務となります。

ヒント

仕入れ

成形・二次発酵

焼成・放冷

包装・箱詰め

出 荷

（包餡）

分割・丸め

制度理解不足
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⚫ 製造事業者の表示ミス事例

農産物漬物

表示・包材
作成段階

塩漬・調味等
段階

①一括表示欄の名称が不適切

②原材料名の表示方式が不適切

③委託製品の原材料及び原料原産地表示が不適切

④漬物の原材料名の誤表示、欠落

23

23

24

25

名 称 塩漬（刻み）

原 材 料 名
白菜、にんじん、漬け原材料〔砂糖、食塩、醸
造酢、コンブエキス〕／調味料（アミノ酸）、
酸味料、香辛料

原料原産地名 国産（白菜、にんじん）

内 容 量 ---g

賞 味 期 限 xx年 x月 x日

保 存 方 法 要冷蔵（0℃～10℃）

製 造 者
農水漬物株式会社
東京都千代田区霞ヶ関 xx-x番地

栄養成分表示 1パック（---g）あたり

熱量 ---kcal たんぱく質 ---g 脂質 ---g
炭水化物 ---g 食塩相当量 ---g



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

制度理解不足体制不備

制度理解不足体制不備

特定の漬物(福神漬け、刻み奈良
漬け等)以外は、漬物を薄切り・細
切り、小切りにした場合は、商品の
名称に「刻み」等と表示する必要が
あるが、一括表示欄の名称に括弧
を付して「刻み」と表示せず販売。

定期的な社内のチェック体制がな
く、食品表示基準についての認識
が不足しており、気付かなかった。

一括表示欄の名称に「刻み」
という言葉が入っていない

表示作成の時に
食品表示基準を確認する体制

を作りましょう・研修を行い、従業員に対し食
品表示制度について啓発するよ
うにした。

・また、複数名での表示の確認
の実施も徹底。

原料
受入

計量・包装

出 荷

選別
調整

原材料名の表示方式が不
適切

原材料の表示が重量順に表示さ
れていない。

社内に表示の内容を確認する体
制がなく、食品表示基準で定めら
れた表示方法の認識が不足したま
ま、一括表示欄を作成。

食品表示基準の理解不足

表示の作成時に基準の
内容を確認する体制がない

・食品表示制度に関する研修を
実施した。

・複数名でのチェック体制を構築
した。

表示作成の時に
食品表示基準を確認する体制

を作りましょう

表示の作成時に基準の
内容を確認する体制がない

ヒント：

担当者が、表示の作成時に、食
品表示基準に適合しているかを
チェックできる体制になっているか
確認しましょう。
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【農産物漬物】製造業者のミス事例：表示・包材作成段階 ①一括表示欄の名称が不適切／②原材料名の表示方式が不適切

表示・
包材
作成

ヒント



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

制度理解不足体制不備

食品表示基準の内容を理解
していない

商品規格書の確認
表示チェックの内部体制が

不十分

委託した製品の原料料及び
原料原産地表示が不適切

食品表示基準を理解し、
商品規格を確認した上で

表示しましょう

・委託元の全役員、従業員に対
し今回の表示ミスの注意喚起と、
表示制度の研修を実施。

・また、製造委託先に対し、定期
的に確認することとした。

ヒント：

食品表示基準や、商品規格を理
解しないまま、表示を作ることはで
きません。

表示の作成時に、食品表示基準
を確認する体制ができているか、
表示と商品規格と照合するルール
となっているか、チェックしましょう。
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コラム：普通の商品とは一味違う！ 農産物漬物の原料原産地表示

多くの加工食品では、使用した原材料のうち、最も重量の割合が高いものについて、
原産地を表示します。

一方、農産物漬物では、原則、原材料と添加物全体の重量に占める割合が上位4位までの原材料
について、原産地を表示する必要があります。商品の内容重量が300g以下の場合には、上位3位まで
の原材料が対象です（※）。【食品表示基準Q&A：原原-2】【食品表示基準別表第４】

誤って、他の加工品と同様に表示をしないよう、注意しましょう。

※原材料と添加物全体の重量に占める割合が5％未満の原材料は原料原産地表示の対象外。

【農産物漬物】製造業者のミス事例：表示・包材作成段階 ③委託製品の原材料及び原料原産地表示が不適切

はくさいキムチについて、使用した原
材料と異なる原材料及び重量順
で原材料を表示し、さらに原料原
産地表示をせずに販売。

委託元と委託先の間で商品規格を
十分確認しないまま、委託先にて
表示と異なる原材料を使用し製造。

商品企画

表示・包材
作成

出 荷

製造

＜委託先＞

ヒント



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

ヒューマンエラー体制不備原料受入

カット

塩漬・調味等

計量・包装

出 荷

選別調整

洗浄・殺菌

（金属探知）

（保 管）

「調味液の原材料を変更予定」と
いう連絡を変更指示と誤認し、担
当者が原材料を切り替えた。

一方で、包材の表示は修正されな
かったため、原材料名の表示を誤っ
たまま販売。

作業指示の伝達ミス漬物の原材料名の
誤表示、欠落

指示を正確に伝達する仕組みを
整えましょう。

表示内容の照合を徹底しましょう

ヒント：

ルールと異なる方法で指示が行わ
れた際に「異常検知力」が発揮で
きるようにしましょう。

商品規格書と配合表、一括表示
が合致するかを日頃から確認して
いるか、チェックしましょう。
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・製造にかかる指示は明確に製
造指示書により行うこととした。

・定期的に表示のチェックを行う
体制を整えた。

【農産物漬物】製造業者の事例：塩漬・調味等段階 ④漬物の原材料名の誤表示、欠落

「異常検知力」については、
「第１部 ヒューマンエラーの仕組み
＜基礎編＞」を参照。

ヒント

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/kansa/kansa_kenshu.html
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⚫ 小売業者（品目：ゆで枝豆）の表示ミス事例

輸入農産物加工品の小分け

ラベル
作成・包装
段階

①輸入加工品を原産国名ではなく、原料原産地として記入

②輸入加工品について原材料名・原産国を表示せず

27

28

塩 ゆ で 枝 豆

高温多湿の場所での保管はお避け下さい。

消費期限 xx年 x月 x日

加工年月日 xx年 x月 x日午前○時

午後○時 内容量：---g

100gあたり xx円

XX 円
(税込：XX円)

栄養成分表示（100gあたり） 熱量 ---kcal 蛋白質 ---g  
脂質 ---g 炭水化物 ---g 食塩相当量 ---g（推定値）

名称 ：えだまめ
原材料名：えだまめ、食塩、（一部に大豆を含む）
原産国名：B国

加工者 株式会社 農水スーパー 霞ヶ関店
東京都千代田区霞ヶ関 x-x-x番地



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

制度理解不足

輸入品の塩ゆで枝豆(冷凍)を
小売店舗が解凍・小分け・包装の
上、販売。

その際、店舗の担当者が、原産国
名の伝達を受けていたにも関わら
ず、表示ラベルの原産国名の欄で
はなく、原材料名欄内に括弧書き
で国名を記載するラベルを作成し貼
付。

輸入加工品を解凍・小分け・
再包装する場合に原産国表
示が必要になると知らなかった

輸入した加工品について、
原産国名を原産国名欄ではなく、

原料原産地として記入

輸入した加工品の表示の基準
を適切に理解しましょう

・商品の加工形態による表示内
容の違い等について、研修を実
施し、理解度をチェック。

・同時に、表示のチェック体制を
見直し、表示確認の体制・責任
を明確化。

ヒント：
バックヤードでの作業が、インストア
加工か否か。インストア加工でな
いならば、国内生産の加工品にか
かる作業なのか、輸入加工品に
かかる作業なのか。それにより表
示義務の内容が異なります。

各作業に対応する要件について、
現場の作業者が把握できている
かをチェックし、十分に理解の醸成
を図ることが重要です。
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コラム：輸入後に「加工」したのに、「輸入品」として原産国名の表示が必要？

ここで取り上げたような、輸入した塩ゆで豆（加工食品）の小分けは、「加工」に当たるため【食品表示

基準Q&A：総則-15】、小分け品には、加工所の住所と、加工者の氏名・名称の表示が必要です。

それに加え、輸入品を国内で「加工」した場合でも、実質的な変更がもたらされていなければ、「輸入
品」として、「原産国名」の方を表示する必要があります。【食品表示基準Q&A：加工-155、156】 。

一方、「原料原産地名」の表示が義務付けられているのは、「輸入品以外の加工食品」に対してです。取り
扱っている商品が輸入品なのか、そうではないのか、よく確認して表示を行ってください。

何が「実質的な変更」なのかは、 食品表示基準Q&A 別添 新たな原料原産地表示制度：原原‐44
をご確認ください。
なお、「インストア加工なので原産国名は不要では？」と思われた方は、次頁のコラムもご一読下さい。

【輸入農産物加工品（ゆで枝豆）】小売業者のミス事例：ラベル作成・包装等段階 ①輸入加工品を原産国名ではなく、原料原産地として記入

仕入れ

（カット・加工）

ラベル作成・包装等

陳列・販売・出荷

小分け

ヒント



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

制度理解不足

ヒント：
バックヤードでの作業が、インストア
加工か否か。インストア加工でな
いならば、国内生産の加工品にか
かる作業なのか、輸入加工品にか
かる作業なのか。それにより表示
義務の内容が異なります。

各作業に対応する要件について、
現場の作業者が理解しやすい体
制を構築し、十分に理解の醸成
を図ることが重要です。

輸入した加工品について、
原材料名・原産国を表示せず

輸入品の塩ゆで枝豆(冷凍)を
小売店舗が解凍・小分け・包装の
上、販売。

店舗の担当者が、これらの作業を、
インストア加工と誤認していたため、
原材料名及び原産国名の表示は
不要と判断し、プライスラベルに表示
しなかった。

輸入加工品の解凍・小分け・
再包装等の作業を

インストア加工とし誤認

・インストア加工の判断など、食
品表示制度について研修を実
施。

・その上で、食品表示の責任者
を設け、表示チェック項目表を用
いたチェックや、複数名での確認
を行うようにした。

作業がインストア加工なのか
現場が判別できるように

しましょう
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コラム：バックヤードでの「加工」 ＝ 「インストア加工」 ではない

スーパーのバックヤード等での「加工」＝「インストア加工」と誤って理解され、そこで小分けした加

工食品は、 「食品を製造し又は加工した場所で販売する場合（食品表示基準第５条）」に該
当し、原材料名、内容量、原産国名、原料原産地名等の表示は不要だと思われるかもしれませ
ん。

しかし、実際には、バックヤード等での仕入れ、切断、成形、解凍、小分け、再包装、温め直し

等は、食品表示基準上、「インストア加工」とは見なされません【食品表示基準Q&A：加工-
195】。
ですから、仕入れた加工食品をバックヤード等で小分けした場合は、原材料名、原産国名、原料
原産地名等を含め当該加工食品として必要となるすべての表示が必要です【食品表示基準
Q&A：総則-17】。（輸入品の場合は、原料原産地名ではなく原産国名を表示します。）

仕入れ

（カット・加工）

ラベル作成・包装等

陳列・販売・出荷

小分け

【輸入農産物加工品（ゆで枝豆）】小売業者のミス事例：ラベル作成・包装等段階 ②輸入加工品について原材料名・原産国を表示せず

ヒント



食品表示基準 https://www.caa.go.jp/policies/p
olicy/food_labeling/food_labeling
_act/assets/food_labeling_cms10
1_210317_01.pdf

食品表示基準別表
第１～別表第８

https://www.caa.go.jp/policies/p
olicy/food_labeling/food_labeling
_act/pdf/food_labeling_cms101_
200716_19.pdf

食品表示基準Q&A
第１章 総則

https://www.caa.go.jp/policies/p
olicy/food_labeling/food_labeling
_act/pdf/food_labeling_cms101_
200716_08.pdf

食品表示基準Q&A
第２章 加工食品

https://www.caa.go.jp/policies/p
olicy/food_labeling/food_labeling
_act/assets/food_labeling_cms10
1_210317_08.pdf

食品表示基準Q&A
第３章 生鮮食品

https://www.caa.go.jp/policies/p
olicy/food_labeling/food_labeling
_act/assets/food_labeling_cms10
1_210317_09.pdf

食品表示基準Q&A
別添 新たな原料原
産地表示制度

https://www.caa.go.jp/policies/p
olicy/food_labeling/food_labeling
_act/pdf/food_labeling_cms101_
200717_03.pdf

「加工食品の原料原
産地表示制度につい
て」

https://www.maff.go.jp/j/syoua
n/hyoji/gengen_hyoji.html

「表示ミスをなくす取
組」

https://www.maff.go.jp/j/syoua
n/hyoji/kansa/kansa_kenshu.htm
l
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参考資料

～事例コラム～ ～以下併せてご覧ください！(農林水産省HP）～
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